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公

益

財

団

法

人

全

国

法

人

会

総

連

合

（

斎

藤

保

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

小

学

生

向

け

租

税

教

育

用

動

画

「

カ

ノ

ン

と

ス

バ

ル

の

３

つ

の

願

い

」

を

企

画

制

作

し

た

＝

写

真

。

動

画

は

全

法

連

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

内

全

法

連

動

画

チ

ャ

ン

ネ

ル

（

Ｙ

ｏ

ｕ

Ｔ

ｕ

ｂ

ｅ

）

の

他

、

国

税

庁

Ｈ

Ｐ

に

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

Ｄ

Ｖ

Ｄ

も

全

国

の

法

人

会

、

税

務

署

等

に

配

布

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

動

画

は

、

毎

日

の

暮

ら

し

の

中

で

税

金

が

ど

の

よ

う

な

と

こ

ろ

で

使

わ

れ

て

い

る

の

か

や

、

税

が

一

人

ひ

と

り

の

暮

ら

し

を

支

え

合

う

た

め

の

仕

組

み

で

あ

る

こ

と

を

学

習

で

き

る

内

容

。

　

具

体

的

に

は

、

公

園

で

不

思

議

な

妖

精

を

助

け

た

小

学

生

の

姉

弟

、

カ

ノ

ン

と

ス

バ

ル

。

そ

の

お

礼

に

「

３

つ

の

願

い

を

か

な

え

て

や

ろ

う

」

と

妖

精

に

言

わ

れ

、

「

税

金

を

な

く

す

」

と

答

え

た

２

人

に

訪

れ

る

の

は

ど

の

よ

う

な

世

界

か

、

と

い

う

ス

ト

ー

リ

ー

。

再

生

時

間

は

�

分

。

　

な

お

、

こ

の

動

画

は

、

一

般

財

団

法

人

大

蔵

財

務

協

会

が

制

作

協

力

、

国

税

庁

が

協

力

と

い

う

形

で

参

加

し

て

い

る

。

　

８

日

投

開

票

の

衆

院

選

で

自

民

党

、

日

本

維

新

の

会

の

与

党

が

圧

勝

し

た

。

自

民

党

は

単

独

で

衆

院

（

定

数

４

６

５

）

の

３

分

の

２

を

上

回

る

３

１

６

議

席

を

獲

得

。

維

新

を

加

え

た

与

党

全

体

で

は

、

３

５

２

議

席

と

な

っ

た

。

与

党

は

参

院

で

過

半

数

割

れ

の

状

況

が

続

く

が

、

仮

に

参

院

で

法

案

が

否

決

さ

れ

て

も

、

憲

法

�

条

２

項

の

規

定

に

よ

り

衆

院

の

３

分

の

２

の

賛

成

で

法

案

を

再

可

決

で

き

る

の

で

、

与

党

の

み

で

法

案

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

。

週

内

に

も

召

集

さ

れ

る

特

別

国

会

で

高

市

早

苗

首

相

が

再

選

出

さ

れ

、

第

２

次

高

市

内

閣

が

発

足

す

る

見

通

し

だ

。

　

特

別

国

会

で

は

、

令

和

８

年

度

予

算

案

と

税

制

改

正

法

案

な

ど

の

予

算

関

連

法

案

を

成

立

さ

せ

る

こ

と

が

急

務

と

な

る

。

予

算

案

の

審

議

に

は

一

定

の

時

間

が

か

か

る

こ

と

か

ら

、

年

度

内

成

立

は

困

難

と

み

ら

れ

、

同

成

立

ま

で

、

つ

な

ぎ

と

な

る

暫

定

予

算

が

組

ま

れ

る

見

込

み

。

　

ま

た

、

与

党

が

公

約

に

掲

げ

た

「

飲

食

料

品

は

２

年

間

に

限

り

消

費

税

の

対

象

に

し

な

い

こ

と

」

の

実

現

に

向

け

て

、

９

日

に

自

民

党

本

部

で

会

見

し

た

高

市

首

相

は

「

逆

進

性

が

あ

る

社

会

保

険

料

負

担

に

苦

し

む

低

所

得

者

、

中

所

得

者

の

皆

さ

ま

を

集

中

的

に

支

援

し

、

恒

常

的

に

手

取

り

が

増

え

る

よ

う

に

す

る

観

点

か

ら

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

の

導

入

に

向

け

た

議

論

を

進

め

て

い

く

。

た

だ

、

こ

の

制

度

導

入

に

は

一

定

の

時

間

が

か

か

る

。

そ

れ

ま

で

の

間

、

２

年

間

に

限

り

飲

食

料

品

に

対

す

る

消

費

税

率

を

ゼ

ロ

と

す

る

こ

と

に

つ

い

て

（

超

党

派

の

）

国

民

会

議

で

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

や

財

源

の

あ

り

方

な

ど

そ

の

実

現

に

向

け

た

諸

課

題

の

検

討

を

進

め

て

こ

う

と

考

え

て

い

る

。

い

ず

れ

に

せ

よ

特

例

公

債

の

発

行

に

頼

る

こ

と

は

な

い

。

補

助

金

や

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

、

税

外

収

入

な

ど

に

よ

り

２

年

分

の

財

源

を

確

保

し

た

上

で

、

で

き

る

だ

け

早

く

実

現

で

き

る

よ

う

知

恵

を

絞

っ

て

い

く

」

と

述

べ

た

。

　

国

民

会

議

を

ど

の

よ

う

な

形

で

開

催

す

る

の

か

に

つ

い

て

は

、

「

飲

食

料

品

の

消

費

税

率

ゼ

ロ

は

、

改

革

の

本

丸

で

あ

る

給

付

付

き

税

額

控

除

の

実

施

ま

で

の

つ

な

ぎ

と

位

置

付

け

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

飲

食

料

品

の

消

費

税

率

ゼ

ロ

は

給

付

付

き

税

額

控

除

の

実

現

に

賛

同

い

た

だ

け

る

野

党

の

皆

さ

ま

に

声

が

け

を

し

て

、

超

党

派

で

行

う

国

民

会

議

を

で

き

る

だ

け

早

期

に

設

置

し

、

２

年

間

に

限

り

、

特

例

公

債

に

頼

ら

な

い

と

い

う

こ

と

を

前

提

に

、

検

討

す

べ

き

諸

課

題

を

含

め

て

、

給

付

付

き

税

額

控

除

と

あ

わ

せ

て

議

論

を

し

て

結

論

を

得

て

い

き

た

い

」

と

説

明

。

そ

の

上

で

、

結

論

を

出

す

時

期

に

つ

い

て

は

「

野

党

の

皆

さ

ま

の

協

力

が

得

ら

れ

れ

ば

、

少

な

く

と

も

夏

前

に

は

国

民

会

議

で

中

間

取

り

ま

と

め

を

行

い

た

い

と

考

え

て

い

る

」

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

に

伴

う

、

７

年

分

所

得

税

の

確

定

申

告

に

関

す

る

情

報

を

公

表

し

た

。

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

が

７

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

た

関

係

で

、

例

え

ば

、

給

与

所

得

者

の

場

合

、

７

年

中

に

転

勤

等

で

非

居

住

者

と

な

り

、

７

年

�

月

�

日

以

前

に

居

住

者

と

し

て

７

年

分

の

最

後

の

給

与

の

支

払

を

受

け

、

そ

の

際

に

年

末

調

整

を

受

け

た

者

は

、

改

正

後

の

控

除

等

が

適

用

さ

れ

て

い

な

い

た

め

、

確

定

申

告

に

よ

り

所

得

税

が

還

付

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

還

付

等

に

該

当

す

る

ケ

ー

ス

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

給

与

所

得

者

の

場

合

、

７

年

�

月

１

日

以

後

の

年

末

調

整

に

お

い

て

、

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

改

正

後

の

基

礎

控

除

、

給

与

所

得

控

除

、

特

定

親

族

特

別

控

除

及

び

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

が

適

用

さ

れ

て

い

る

者

は

、

改

正

後

の

控

除

等

の

適

用

を

受

け

る

た

め

の

確

定

申

告

は

不

要

と

な

る

。

　

一

方

で

、

「

７

年

の

中

途

で

海

外

の

支

店

等

へ

の

転

勤

な

ど

に

よ

り

非

居

住

者

と

な

っ

た

者

」

や

「

７

年

中

に

死

亡

に

よ

り

退

職

し

た

者

」

「

休

業

や

休

職

し

た

者

で

７

年

末

ま

で

に

復

職

し

て

い

な

い

者

」

で

、

７

年

�

月

�

日

以

前

に

居

住

者

と

し

て

７

年

分

の

最

後

の

給

与

の

支

払

を

受

け

、

そ

の

際

に

年

末

調

整

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

は

、

年

末

調

整

で

は

改

正

後

の

控

除

等

が

適

用

さ

れ

て

い

な

い

た

め

、

確

定

申

告

を

す

る

こ

と

に

よ

り

源

泉

徴

収

さ

れ

た

所

得

税

が

還

付

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

７

年

の

中

途

で

退

職

し

、

年

末

調

整

を

受

け

て

い

な

い

者

に

つ

い

て

も

、

改

正

後

の

控

除

等

が

適

用

さ

れ

て

い

な

い

た

め

、

確

定

申

告

に

よ

っ

て

、

改

正

後

の

控

除

等

を

適

用

の

上

、

納

付

す

べ

き

ま

た

は

還

付

さ

れ

る

所

得

税

の

金

額

を

精

算

す

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

公

的

年

金

所

得

者

に

お

い

て

も

、

７

年

中

に

公

的

年

金

等

の

収

入

金

額

が

一

定

の

範

囲

内

の

場

合

な

ど

は

、

確

定

申

告

に

よ

り

源

泉

徴

収

さ

れ

た

所

得

税

が

還

付

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ２ �
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先

週

８

日

に

投

開

票

さ

れ

た

衆

院

選

で

は

、

多

く

の

政

党

が

消

費

税

の

減

税

を

公

約

に

掲

げ

て

選

挙

戦

を

戦

っ

た

。

そ

の

実

施

の

た

め

に

は

、

商

品

の

販

売

記

録

を

管

理

す

る

シ

ス

テ

ム

を

改

修

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

選

挙

戦

で

は

財

源

問

題

が

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

が

多

く

、

シ

ス

テ

ム

改

修

ま

で

は

、

あ

ま

り

言

及

さ

れ

な

か

っ

た

★

実

施

さ

れ

る

こ

と

に

な

れ

ば

、

小

売

業

者

や

シ

ス

テ

ム

開

発

メ

ー

カ

ー

は

対

応

に

追

わ

れ

る

こ

と

に

な

る

が

、

減

税

の

対

象

や

税

率

の

選

択

に

よ

り

改

修

の

シ

ス

テ

ム

が

変

わ

る

そ

う

で

、

改

修

に

は

半

年

か

ら

１

年

以

上

か

か

る

と

い

う

。

こ

の

点

、

改

修

に

時

間

が

か

か

る

の

で

、

減

税

は

難

し

い

と

主

張

し

て

い

た

政

党

が

、

立

場

を

変

え

た

こ

と

に

驚

い

た

人

も

多

い

だ

ろ

う

★

果

た

し

て

、

減

税

は

実

施

さ

れ

、

シ

ス

テ

ム

は

滞

り

な

く

改

修

で

き

る

の

か

。

財

源

問

題

の

ほ

か

に

も

、

こ

う

し

た

課

題

が

存

在

し

て

い

る

。

（

Ｙ

）

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

は

、

国

内

に

あ

る

不

動

産

を

非

居

住

者

が

取

得

す

る

事

例

が

増

え

て

い

る

こ

と

を

受

け

て

、

非

居

住

者

が

国

内

に

あ

る

不

動

産

の

売

買

等

を

行

う

際

に

負

担

す

る

仲

介

手

数

料

等

を

、

居

住

者

に

対

す

る

も

の

と

同

様

に

消

費

税

の

課

税

対

象

と

な

る

よ

う

に

見

直

す

こ

と

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

８

年

�

月

１

日

以

後

に

行

わ

れ

る

資

産

の

譲

渡

等

に

つ

い

て

適

用

す

る

予

定

。

た

だ

、

８

年

３

月

�

日

ま

で

に

締

結

し

た

契

約

に

基

づ

い

て

８

年

�

月

１

日

以

後

に

資

産

の

譲

渡

等

を

行

っ

た

場

合

に

は

適

用

し

な

い

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

「

令

和

６

年

４

月

１

日

前

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

に

係

る

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

報

告

事

項

等

の

提

供

に

つ

い

て

」

を

公

表

し

た

。

　

５

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

に

属

す

る

構

成

会

社

等

の

内

国

法

人

は

、

６

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

に

係

る

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

報

告

事

項

等

を

、

そ

の

納

税

地

の

所

轄

税

務

署

長

に

提

供

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

た

め

、

６

年

４

月

１

日

前

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

に

係

る

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

報

告

事

項

等

は

、

そ

の

納

税

地

の

所

轄

税

務

署

長

に

提

供

す

る

必

要

は

な

い

。

　

他

方

、

６

年

４

月

１

日

前

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

に

つ

い

て

、

特

定

多

国

籍

企

業

グ

ル

ー

プ

等

（

最

終

親

会

社

等

の

所

在

地

国

が

日

本

で

あ

る

も

の

に

限

る

）

に

属

す

る

構

成

会

社

等

で

、

そ

の

所

在

地

国

が

外

国

で

あ

る

も

の

（

外

国

構

成

会

社

等

）

が

、

そ

の

外

国

の

税

務

当

局

に

報

告

事

項

等

に

相

当

す

る

事

項

を

提

供

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

場

合

は

、

そ

の

外

国

構

成

会

社

等

が

そ

の

外

国

の

税

務

当

局

に

直

接

提

供

す

る

方

法

な

ど

に

よ

り

、

提

供

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

提

供

方

法

で

質

問

が

あ

る

場

合

は

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

掲

載

の

「

６

年

４

月

１

日

前

に

開

始

す

る

対

象

会

計

年

度

に

お

け

る

提

供

方

法

に

関

す

る

お

問

合

せ

の

申

込

フ

ォ

ー

ム

」

か

ら

問

い

合

わ

せ

が

可

能

だ

。

　

納

税

者

が

令

和

３

年

８

月

か

ら

４

年

７

月

末

ま

で

の

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

つ

い

て

、

本

則

課

税

制

度

を

適

用

し

て

確

定

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

課

税

庁

か

ら

納

税

者

は

過

去

に

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

を

提

出

し

て

お

り

、

か

つ

、

基

準

期

間

の

課

税

売

上

高

が

５

０

０

０

万

円

以

下

で

あ

る

と

し

て

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

し

た

更

正

処

分

等

を

受

け

た

。

こ

れ

に

対

し

、

納

税

者

は

予

測

不

能

な

売

上

げ

の

激

減

に

直

面

し

て

選

択

を

誤

っ

た

の

で

あ

り

、

課

税

期

間

の

開

始

前

に

選

択

届

出

を

求

め

る

簡

易

課

税

制

度

は

ギ

ャ

ン

ブ

ル

的

な

判

断

を

強

い

る

制

度

で

合

理

性

を

欠

く

な

ど

と

主

張

し

、

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

東

京

地

裁

（

篠

田

賢

治

裁

判

長

）

は

１

月

�

日

、

納

税

者

が

主

張

す

る

よ

う

な

評

価

は

で

き

な

い

な

ど

と

し

て

処

分

を

適

法

と

す

る

判

決

を

下

し

た

。

　

納

税

者

は

各

種

車

輛

の

鈑

金

お

よ

び

塗

装

の

請

負

等

を

目

的

と

す

る

株

式

会

社

。

同

社

は

平

成

元

年

に

適

用

開

始

課

税

期

間

を

昭

和

�

年

８

月

１

日

と

す

る

簡

易

課

税

制

度

選

択

届

出

書

を

提

出

し

た

。

　

納

税

者

の

令

和

３

年

８

月

に

始

ま

る

課

税

期

間

（

本

件

課

税

期

間

）

の

基

準

期

間

に

お

け

る

課

税

売

上

高

は

約

２

９

０

８

万

円

で

、

本

件

課

税

期

間

の

開

始

の

日

の

前

日

ま

で

に

簡

易

課

税

制

度

選

択

不

適

用

届

出

書

を

提

出

し

て

い

な

か

っ

た

。

　

納

税

者

は

本

件

課

税

期

間

の

消

費

税

等

に

つ

き

、

本

則

課

税

制

度

を

適

用

し

て

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

確

定

申

告

を

し

た

。

そ

の

後

、

課

税

庁

が

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

し

て

更

正

処

分

等

を

し

た

こ

と

か

ら

、

納

税

者

が

こ

れ

を

不

服

と

し

て

訴

え

を

起

こ

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

納

税

者

の

本

件

課

税

期

間

に

簡

易

課

税

制

度

が

適

用

さ

れ

る

か

否

か

。

　

納

税

者

は

、

選

択

届

出

書

の

提

出

は

当

時

の

顧

問

税

理

士

が

行

っ

た

も

の

で

あ

る

が

、

同

税

理

士

は

平

成

７

年

ご

ろ

に

死

亡

し

て

お

り

、

そ

の

存

在

は

全

く

認

識

し

て

い

な

か

っ

た

。

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

に

関

す

る

通

知

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

ボ

ッ

ク

ス

を

通

じ

て

の

み

行

わ

れ

、

自

社

は

通

知

内

容

を

確

認

す

る

こ

と

が

技

術

的

に

不

可

能

で

あ

っ

た

。

こ

の

よ

う

な

納

税

者

に

簡

易

課

税

制

度

を

強

要

す

る

こ

と

は

租

税

公

平

の

原

則

に

反

す

る

。

さ

ら

に

、

簡

易

課

税

制

度

は

納

税

者

に

ギ

ャ

ン

ブ

ル

的

な

判

断

を

強

い

る

制

度

で

あ

り

、

税

制

の

合

理

性

も

欠

く

な

ど

と

主

張

。

　

し

か

し

、

地

裁

は

、

納

税

者

が

選

択

届

出

書

を

提

出

し

て

お

り

、

か

つ

、

本

件

基

準

期

間

に

お

け

る

課

税

売

上

高

は

５

０

０

０

万

円

を

下

回

り

、

本

件

課

税

期

間

の

開

始

日

の

前

日

ま

で

に

選

択

不

適

用

届

出

書

の

提

出

を

し

な

か

っ

た

の

だ

か

ら

、

簡

易

課

税

制

度

が

適

用

さ

れ

る

と

判

断

し

た

。

そ

の

上

で

、

選

択

届

出

書

の

提

出

は

適

法

か

つ

有

効

に

行

わ

れ

て

お

り

、

納

税

者

は

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

を

自

ら

選

択

し

た

も

の

と

い

え

る

か

ら

、

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

す

る

こ

と

が

租

税

公

平

の

原

則

に

反

す

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

た

。

　

ま

た

、

簡

易

課

税

制

度

の

趣

旨

は

中

小

事

業

者

の

事

務

負

担

の

軽

減

で

あ

り

、

課

税

期

間

終

了

後

に

制

度

の

適

用

の

有

無

を

任

意

に

選

択

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

租

税

負

担

の

回

避

・

軽

減

を

図

る

こ

と

ま

で

許

容

す

る

も

の

で

な

く

、

消

費

税

額

が

本

則

課

税

を

適

用

し

た

場

合

を

上

回

る

こ

と

に

な

っ

た

と

し

て

も

、

そ

れ

は

簡

易

課

税

制

度

の

適

用

を

選

択

し

た

こ

と

に

よ

る

や

む

を

得

な

い

結

果

で

あ

る

と

い

う

ほ

か

な

い

と

し

て

、

制

度

が

合

理

性

を

欠

く

と

し

た

納

税

者

の

主

張

も

退

け

た

。

　

現

在

、

国

内

で

非

居

住

者

に

対

し

て

行

わ

れ

る

取

引

の

う

ち

、

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

の

売

買

に

関

す

る

サ

ー

ビ

ス

（

仲

介

手

数

料

等

）

は

、

輸

出

取

引

に

類

す

る

も

の

と

し

て

消

費

税

が

課

税

さ

れ

て

い

な

い

（

相

手

が

非

居

住

者

で

あ

っ

て

も

不

動

産

管

理

手

数

料

に

つ

い

て

は

、

国

内

で

直

接

便

益

を

享

受

す

る

も

の

と

し

て

現

在

で

も

消

費

税

が

課

税

さ

れ

て

い

る

）

。

　

し

か

し

、

こ

う

し

た

国

外

に

持

ち

出

せ

な

い

不

動

産

に

関

す

る

サ

ー

ビ

ス

は

、

国

内

で

そ

の

不

動

産

に

関

す

る

効

果

が

帰

属

す

る

も

の

で

あ

り

、

国

内

の

居

住

者

と

の

イ

コ

ー

ル

フ

ッ

テ

ィ

ン

グ

（

条

件

の

同

一

化

）

や

諸

外

国

で

も

不

動

産

の

所

在

国

で

付

加

価

値

税

等

が

課

さ

れ

て

い

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

、

そ

の

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

者

の

居

住

地

に

か

か

わ

ら

ず

、

消

費

税

の

課

税

対

象

へ

と

見

直

す

こ

と

と

し

た

。

　

な

お

、

大

綱

で

は

「

非

居

住

者

に

対

し

て

行

う

国

内

に

所

在

す

る

不

動

産

に

係

る

役

務

の

提

供

等

に

つ

い

て

、

消

費

税

の

輸

出

免

税

の

適

用

対

象

か

ら

除

外

す

る

ほ

か

、

所

要

の

措

置

を

講

ず

る

」

と

し

て

い

る

。

自

民

党

税

制

調

査

会

で

示

さ

れ

た

資

料

に

は

「

不

動

産

に

関

す

る

権

利

に

類

す

る

も

の

」

に

関

す

る

サ

ー

ビ

ス

も

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

者

の

居

住

地

に

か

か

わ

ら

ず

、

消

費

税

の

課

税

対

象

と

す

る

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

「

類

す

る

も

の

」

と

し

て

は

「

鉱

業

権

、

租

鉱

権

、

採

石

権

等

、

試

掘

権

、

樹

木

採

取

権

、

公

共

施

設

等

運

営

権

、

漁

港

水

面

施

設

運

営

権

、

漁

業

権

、

入

漁

権

」

が

挙

げ

ら

れ

て

お

り

、

本

見

直

し

に

合

わ

せ

て

、

こ

れ

ら

権

利

に

係

る

内

外

判

定

基

準

に

つ

い

て

も

所

要

の

整

備

が

行

わ

れ

る

見

込

み

だ

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

令

和

７

年

分

確

定

申

告

が

、

今

日

�

日

か

ら

始

ま

る

。

　

使

い

勝

手

が

向

上

し

た

「

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

自

宅

か

ら

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

」

の

拡

大

へ

の

取

組

み

に

尽

力

し

、

全

国

５

２

４

署

の

確

定

申

告

の

現

場

の

陣

頭

指

揮

を

執

る

。

「

７

年

分

か

ら

は

、

ｉ

Ｐ

ｈ

ｏ

ｎ

ｅ

端

末

内

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

す

る

こ

と

で

、

実

物

の

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

ス

マ

ホ

に

か

ざ

す

こ

と

な

く

申

告

書

の

作

成

や

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

の

送

信

が

可

能

に

な

っ

た

ほ

か

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

範

囲

も

拡

大

し

、

さ

ら

に

便

利

に

な

り

ま

し

た

。

ぜ

ひ

、

ご

利

用

く

だ

さ

い

」

と

Ｐ

Ｒ

。

丁

寧

で

真

摯

な

対

応

が

印

象

的

だ

。

　

平

成

６

年

、

国

税

庁

に

入

庁

。

昨

年

７

月

に

個

人

課

税

課

長

に

就

任

し

た

。

平

成

�

年

か

ら

�

年

の

３

年

間

は

、

同

課

で

課

長

補

佐

を

経

験

。

�

年

に

東

日

本

大

震

災

が

発

生

し

た

こ

と

か

ら

、

確

定

申

告

期

限

を

延

長

す

る

と

と

も

に

、

翌

年

の

確

定

申

告

期

間

に

お

い

て

は

被

災

地

を

管

轄

す

る

税

務

署

の

体

制

な

ど

を

整

備

し

、

被

災

者

が

円

滑

に

申

告

で

き

る

体

制

整

備

・

運

営

に

努

め

た

。

　

昭

和

�

年

、

千

葉

県

出

身

。

趣

味

は

ラ

ン

ニ

ン

グ

で

、

国

内

だ

け

で

な

く

、

海

外

の

フ

ル

マ

ラ

ソ

ン

に

も

参

加

す

る

。

�

歳

。

（

沢

）

　

国

税

庁

は

２

、

３

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

長

会

議

を

行

っ

た

。

今

回

の

会

議

で

は

、

自

由

討

議

と

、

意

見

交

換

議

題

と

し

て

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

取

組

み

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

ま

ず

、

自

由

討

議

に

お

い

て

は

、

「

環

境

変

化

に

応

じ

た

体

制

整

備

」

「

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

」

に

関

し

て

、

上

半

期

の

取

組

状

況

と

、

そ

れ

に

よ

っ

て

把

握

し

た

課

題

や

、

課

題

へ

の

対

応

方

針

に

つ

い

て

話

し

合

っ

た

。

「

環

境

変

化

」

の

取

組

み

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

、

こ

の

複

数

年

に

わ

た

る

取

組

み

を

着

実

に

実

現

す

る

た

め

、

ど

の

よ

う

に

現

場

に

問

題

意

識

を

伝

え

、

積

極

的

に

取

り

組

む

機

運

を

醸

成

す

る

か

を

議

論

し

た

。

ま

た

全

国

的

な

Ｇ

Ｓ

Ｓ

の

運

用

を

控

え

て

、

幹

部

を

含

め

た

す

べ

て

の

職

員

が

、

業

務

運

営

の

改

善

や

効

率

化

に

主

体

的

に

取

り

組

ん

で

い

く

土

台

を

築

く

た

め

の

議

論

を

行

っ

た

。

　

他

方

、

意

見

交

換

議

題

の

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

た

取

組

み

」

で

は

、

昨

年

�

月

に

財

務

局

長

会

議

に

お

い

て

、

財

務

大

臣

か

ら

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

に

つ

い

て

発

言

が

あ

っ

た

と

と

も

に

、

財

務

局

長

に

対

し

、

徴

収

部

長

か

ら

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

周

知

と

協

力

の

依

頼

を

行

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

財

務

局

と

の

連

携

・

協

調

を

は

じ

め

と

し

た

各

局

に

お

け

る

取

組

み

に

つ

い

て

意

見

を

交

換

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

特

に

取

り

組

む

べ

き

事

務

運

営

上

の

課

題

と

し

て

、

「

令

和

７

年

分

確

定

申

告

へ

の

対

応

」

と

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

に

つ

い

て

議

論

。

「

７

年

分

の

確

定

申

告

へ

の

対

応

」

に

つ

い

て

は

、

同

庁

の

江

島

一

彦

長

官

＝

写

真

＝

が

、

「

こ

れ

か

ら

本

格

化

す

る

申

告

相

談

で

今

年

は

Ｉ

Ｄ

・

パ

ス

ワ

ー

ド

の

新

規

発

行

停

止

を

踏

ま

え

、

こ

れ

ま

で

以

上

に

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

に

よ

る

ス

マ

ホ

申

告

を

進

め

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

」

と

し

、

そ

の

目

配

り

を

各

局

に

要

請

し

た

。

　

申

告

書

の

処

理

に

当

た

っ

て

は

、

税

務

署

と

業

務

セ

ン

タ

ー

と

の

連

携

が

重

要

と

な

り

、

特

定

の

職

員

に

事

務

負

担

が

偏

ら

な

い

よ

う

、

職

員

負

担

と

納

税

者

ニ

ー

ズ

へ

の

対

応

の

両

立

に

努

め

、

局

署

・

挙

署

一

体

体

制

の

下

、

適

切

な

申

告

相

談

・

事

務

処

理

体

制

を

構

築

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

ま

た

、

今

年

は

閉

庁

日

対

応

の

最

終

年

と

な

る

た

め

、

閉

庁

日

対

応

実

施

署

は

、

来

年

か

ら

実

施

し

な

い

予

定

で

あ

る

旨

の

周

知

を

し

て

い

く

方

針

だ

。

「

滞

納

の

未

然

防

止

及

び

整

理

促

進

」

に

つ

い

て

は

、

例

年

、

確

定

申

告

期

後

は

、

個

人

の

消

費

税

や

所

得

税

の

滞

納

が

集

中

し

て

発

生

す

る

傾

向

に

あ

る

た

め

関

係

部

署

間

で

連

携

し

、

「

滞

納

の

未

然

防

止

」

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

い

く

こ

と

と

し

、

ま

た

、

課

税

調

査

事

案

で

の

滞

納

発

生

に

も

的

確

に

対

応

す

る

た

め

、

調

査

選

定

・

調

査

中

の

段

階

か

ら

緊

密

に

情

報

連

携

す

る

な

ど

、

賦

課

徴

収

の

さ

ら

な

る

充

実

・

連

携

を

図

っ

て

い

く

こ

と

を

確

認

。

「

滞

納

の

整

理

促

進

」

に

つ

い

て

は

、

引

き

続

き

、

滞

納

者

個

々

の

実

情

を

踏

ま

え

て

法

令

等

に

基

づ

き

適

切

に

対

応

す

る

と

と

も

に

、

新

規

・

繰

越

滞

納

事

案

の

早

期

着

手

や

、

消

費

税

事

案

、

大

口

・

悪

質

事

案

の

積

極

的

な

処

理

に

取

り

組

ん

で

い

く

こ

と

と

し

た

。

　

国

土

交

通

省

が

設

置

し

て

い

る

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

有

識

者

会

議

（

座

長

＝

清

水

千

弘

一

橋

大

学

ソ

ー

シ

ャ

ル

・

デ

ー

タ

サ

イ

エ

ン

ス

学

部

教

授

）

は

３

日

、

今

年

初

と

な

る

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

の

日

は

、

マ

ン

シ

ョ

ン

長

寿

命

化

促

進

税

制

の

ロ

ジ

ッ

ク

モ

デ

ル

案

と

住

宅

取

得

等

資

金

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

の

効

果

検

証

案

が

示

さ

れ

、

マ

ン

シ

ョ

ン

長

寿

命

化

税

制

に

つ

い

て

は

適

用

件

数

が

堅

調

に

増

加

し

て

お

り

、

令

和

７

年

７

月

調

査

時

点

で

累

計

１

５

２

組

合

、

１

万

２

４

５

９

戸

に

適

用

さ

れ

、

減

収

額

は

約

３

億

円

だ

っ

た

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

　

マ

ン

シ

ョ

ン

長

寿

命

化

税

制

は

高

経

年

マ

ン

シ

ョ

ン

で

の

必

要

な

修

繕

積

立

金

の

確

保

や

長

寿

命

化

工

事

の

適

切

な

実

施

に

向

け

た

管

理

組

合

の

合

意

形

成

を

後

押

し

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

た

も

の

。

①

築

�

年

以

上

が

経

過

し

て

い

る

総

戸

数

が

�

戸

以

上

の

マ

ン

シ

ョ

ン

、

②

過

去

に

長

寿

命

化

工

事

を

行

っ

て

い

る

マ

ン

シ

ョ

ン

、

③

管

理

計

画

認

定

マ

ン

シ

ョ

ン

ま

た

は

助

言

指

導

に

係

る

管

理

者

等

の

管

理

組

合

に

係

る

マ

ン

シ

ョ

ン

の

す

べ

て

を

満

た

す

場

合

に

適

用

で

き

る

。

　

適

用

を

受

け

る

と

、

マ

ン

シ

ョ

ン

の

各

区

分

所

有

者

に

課

さ

れ

る

工

事

翌

年

度

の

建

物

部

分

の

固

定

資

産

税

を

、

６

分

の

１

か

ら

２

分

の

１

の

範

囲

内

（

参

酌

基

準

は

３

分

の

１

）

で

市

町

村

等

の

条

例

で

定

め

る

減

額

割

合

に

基

づ

い

て

減

額

さ

れ

る

。

　

７

年

度

税

制

改

正

で

、

そ

れ

ま

で

区

分

所

有

者

ご

と

に

行

う

必

要

が

あ

っ

た

税

制

適

用

の

申

告

書

の

提

出

が

な

く

て

も

、

マ

ン

シ

ョ

ン

の

管

理

組

合

等

か

ら

の

必

要

書

類

の

提

出

に

よ

っ

て

税

制

が

適

用

で

き

る

よ

う

に

な

っ

た

。

　

累

計

で

１

万

戸

超

の

適

用

は

あ

っ

た

も

の

の

、

分

譲

マ

ン

シ

ョ

ン

の

う

ち

築

�

年

以

上

の

戸

数

は

１

０

０

万

件

単

位

で

存

在

し

、

今

後

も

増

加

が

見

込

ま

れ

て

い

る

。

条

件

さ

え

整

え

ば

、

利

用

可

能

な

も

の

は

多

数

に

上

る

ほ

か

、

建

設

工

事

費

や

建

築

資

材

の

高

騰

等

に

よ

り

、

長

寿

命

化

工

事

の

費

用

も

上

昇

傾

向

に

あ

る

こ

と

か

ら

、

制

度

の

さ

ら

な

る

活

用

が

期

待

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

住

宅

取

得

等

資

金

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

措

置

に

つ

い

て

は

、

住

宅

購

入

者

に

対

し

て

昨

年

�

～

�

月

に

実

施

し

た

ア

ン

ケ

ー

ト

を

も

と

に

し

た

分

析

に

よ

り

、

贈

与

が

な

さ

れ

る

こ

と

で

受

贈

者

の

借

入

額

が

削

減

さ

れ

、

住

宅

も

広

く

な

る

傾

向

に

あ

り

、

１

０

０

０

万

円

超

の

高

額

な

贈

与

が

あ

る

場

合

は

住

宅

の

購

入

金

額

も

上

昇

す

る

こ

と

が

示

さ

れ

た

。

　

同

会

議

で

は

今

後

も

検

証

を

進

め

、

今

年

５

～

６

月

を

め

ど

に

、

昨

年

６

月

に

続

く

新

た

な

中

間

と

り

ま

と

め

を

行

う

予

定

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

規

制

改

革

推

進

会

議

は

５

日

、

第

９

回

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

・

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

促

進

ワ

ー

キ

ン

グ

・

グ

ル

ー

プ

を

開

催

し

、

法

人

登

記

の

代

表

者

住

所

非

表

示

措

置

の

対

象

拡

大

及

び

運

用

改

善

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

法

務

省

か

ら

は

見

直

し

に

向

け

た

方

向

性

と

し

て

、

す

で

に

登

記

さ

れ

て

い

る

代

表

取

締

役

等

の

住

所

も

非

表

示

措

置

の

対

象

と

す

る

こ

と

や

、

登

記

事

項

証

明

書

等

に

よ

り

代

表

取

締

役

等

の

住

所

を

証

明

で

き

な

い

こ

と

で

、

金

融

機

関

か

ら

の

融

資

で

不

都

合

が

生

じ

る

と

の

懸

念

な

ど

を

踏

ま

え

、

非

表

示

措

置

を

利

用

し

て

も

、

当

該

株

式

会

社

等

は

代

表

取

締

役

等

の

住

所

が

記

載

さ

れ

た

登

記

事

項

証

明

書

を

取

得

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

法

務

省

は

、

こ

れ

ら

の

非

表

示

措

置

の

見

直

し

の

実

施

時

期

に

つ

い

て

、

８

年

度

中

を

目

指

し

て

い

る

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

８

年

１

月

�

日

付

の

「

『

租

税

特

別

措

置

法

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

関

係

）

の

取

扱

い

に

つ

い

て

』

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

」

の

趣

旨

説

明

（

情

報

）

を

公

表

し

た

。

同

通

達

は

、

７

年

度

税

制

改

正

等

に

伴

い

、

譲

渡

所

得

等

に

関

す

る

取

扱

い

の

整

備

を

行

っ

た

も

の

。

趣

旨

説

明

で

は

、

同

改

正

に

よ

り

創

設

さ

れ

た

、

い

わ

ゆ

る

エ

ン

ジ

ェ

ル

税

制

に

お

け

る

特

定

株

式

控

除

未

済

額

の

繰

戻

し

還

付

制

度

な

ど

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

は

、

１

月

�

日

か

ら

の

大

雪

に

係

る

災

害

に

関

し

て

、

青

森

県

の

７

市

�

町

４

村

、

秋

田

県

の

４

市

２

町

１

村

、

山

形

県

の

２

市

６

町

３

村

及

び

新

潟

県

の

４

市

に

災

害

救

助

法

が

適

用

さ

れ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

被

災

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

支

援

措

置

を

行

う

。

　

こ

れ

に

よ

り

、

青

森

県

、

秋

田

県

、

山

形

県

及

び

新

潟

県

の

日

本

政

策

金

融

公

庫

、

商

工

組

合

中

央

金

庫

、

信

用

保

証

協

会

、

商

工

会

議

所

、

商

工

会

連

合

会

、

中

小

企

業

団

体

中

央

会

及

び

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

、

全

国

商

店

街

振

興

組

合

連

合

会

、

中

小

企

業

基

盤

整

備

機

構

東

北

本

部

及

び

関

東

本

部

並

び

に

東

北

経

済

産

業

局

及

び

関

東

経

済

産

業

局

に

特

別

相

談

窓

口

を

設

置

し

た

。

　

今

般

の

大

雪

に

よ

り

被

害

・

影

響

を

受

け

た

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

を

対

象

に

、

青

森

県

、

秋

田

県

、

山

形

県

及

び

新

潟

県

の

日

本

政

策

金

融

公

庫

及

び

商

工

組

合

中

央

金

庫

が

運

転

資

金

又

は

設

備

資

金

を

融

資

す

る

災

害

復

旧

貸

付

等

を

実

施

す

る

ほ

か

、

被

害

を

受

け

た

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

の

実

情

に

応

じ

、

４

県

の

日

本

政

策

金

融

公

庫

、

商

工

組

合

中

央

金

庫

及

び

信

用

保

証

協

会

に

対

し

て

、

返

済

猶

予

等

の

既

往

債

務

の

条

件

変

更

、

貸

出

手

続

き

の

迅

速

化

及

び

担

保

徴

求

の

弾

力

化

な

ど

を

要

請

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

災

害

救

助

法

が

適

用

さ

れ

た

４

県

の

市

町

村

に

お

い

て

、

今

般

の

大

雪

の

影

響

に

よ

り

売

上

高

等

が

減

少

し

て

い

る

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

を

対

象

に

、

信

用

保

証

協

会

が

一

般

保

証

と

は

別

枠

の

限

度

額

で

融

資

額

１

０

０

％

を

保

証

す

る

セ

ー

フ

テ

ィ

ネ

ッ

ト

保

証

４

号

を

適

用

。

　

ま

た

、

災

害

救

助

法

が

適

用

さ

れ

た

４

県

の

市

町

村

に

お

い

て

被

害

を

受

け

た

小

規

模

企

業

共

済

契

約

者

に

対

し

、

中

小

企

業

基

盤

整

備

機

構

が

、

原

則

と

し

て

即

日

で

低

利

で

融

資

を

行

う

災

害

時

貸

付

を

適

用

す

る

。

　

昨

年

末

に

開

催

さ

れ

た

中

小

企

業

庁

が

設

置

す

る

中

小

企

業

経

営

支

援

分

科

会

共

済

小

委

員

会

で

、

中

小

企

業

倒

産

防

止

共

済

（

経

営

セ

ー

フ

テ

ィ

共

済

）

の

令

和

６

年

度

の

加

入

件

数

、

脱

退

件

数

、

在

籍

件

数

が

示

さ

れ

た

。

経

営

セ

ー

フ

テ

ィ

共

済

は

６

年

度

税

制

改

正

で

租

税

特

別

措

置

法

が

改

正

さ

れ

、

６

年

�

月

以

降

に

解

約

後

再

加

入

し

た

場

合

、

解

約

か

ら

２

年

経

過

日

ま

で

は

掛

金

の

損

金

ま

た

は

必

要

経

費

算

入

が

不

可

と

な

っ

た

。

こ

の

改

正

前

の

駆

け

込

み

と

し

て

、

令

和

６

年

９

月

の

加

入

と

解

約

件

数

が

前

年

同

月

比

で

大

幅

に

増

加

し

た

も

の

の

、

同

�

月

の

改

正

後

は

加

入

と

解

約

件

数

は

例

年

並

み

の

実

績

に

収

束

し

た

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

た

。

　

経

営

セ

ー

フ

テ

ィ

共

済

は

、

共

済

契

約

者

が

あ

ら

か

じ

め

掛

金

を

積

み

立

て

（

月

額

５

０

０

０

円

～

�

万

円

、

掛

金

積

立

限

度

額

８

０

０

万

円

）

、

取

引

先

企

業

が

倒

産

に

よ

り

売

掛

金

債

権

が

回

収

困

難

と

な

っ

た

場

合

に

は

、

こ

の

回

収

困

難

額

と

積

み

立

て

た

掛

金

の

�

倍

の

い

ず

れ

か

少

な

い

額

を

上

限

に

、

無

担

保

・

無

保

証

人

で

共

済

金

の

貸

付

け

が

受

け

ら

れ

る

制

度

。

　

臨

時

に

資

金

を

必

要

と

す

る

事

態

が

生

じ

た

場

合

、

掛

金

の

範

囲

内

で

一

時

貸

付

金

の

貸

付

を

受

け

る

こ

と

が

可

能

と

な

っ

て

い

る

ほ

か

、

掛

金

が

損

金

（

法

人

）

ま

た

は

必

要

経

費

（

個

人

事

業

）

に

算

入

で

き

る

租

税

特

別

措

置

法

上

の

特

例

が

あ

る

。

　

し

か

し

、

短

期

間

で

繰

り

返

さ

れ

る

同

共

済

か

ら

の

脱

退

・

再

加

入

の

実

状

と

、

短

期

間

で

の

脱

退

・

再

加

入

の

背

景

に

あ

る

節

税

を

目

的

と

す

る

加

入

や

そ

れ

を

指

南

す

る

情

報

源

の

存

在

が

指

摘

さ

れ

た

こ

と

を

受

け

て

、

６

年

度

税

制

改

正

で

脱

退

か

ら

２

年

間

は

再

加

入

が

可

能

な

も

の

の

、

損

金

算

入

等

が

で

き

な

い

仕

組

み

へ

と

改

め

ら

れ

た

。

　

会

議

に

提

出

さ

れ

た

資

料

に

よ

る

と

、

こ

の

改

正

前

の

６

年

９

月

に

月

別

加

入

件

数

が

前

年

同

月

比

�

・

４

％

増

、

月

別

解

約

件

数

は

同

１

４

０

・

４

％

増

を

そ

れ

ぞ

れ

記

録

し

た

が

、

そ

の

後

は

解

約

と

加

入

件

数

も

例

年

並

み

の

数

字

に

戻

っ

た

。

　

ま

た

、

加

入

者

の

月

額

掛

金

の

実

績

も

公

表

さ

れ

て

お

り

、

６

年

度

の

新

規

加

入

者

の

月

額

掛

金

は

全

体

の

半

数

を

超

え

る

�

％

が

最

高

額

の

�

万

円

（

６

年

度

末

時

点

の

在

籍

者

累

計

で

月

に

�

万

円

の

掛

金

を

拠

出

し

て

い

る

の

は

全

体

の

�

・

８

％

）

だ

っ

た

。

こ

の

点

に

つ

い

て

、

中

小

企

業

庁

の

担

当

者

は

、

会

議

の

中

で

「

こ

の

制

度

の

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

措

置

で

あ

る

税

制

措

置

が

誘

引

と

な

っ

て

い

る

と

い

う

の

は

間

違

い

な

い

」

と

述

べ

て

お

り

、

経

営

セ

ー

フ

テ

ィ

共

済

へ

の

加

入

に

よ

る

税

制

措

置

は

６

年

度

改

正

後

も

中

小

企

業

者

に

と

っ

て

、

十

分

に

魅

力

的

な

も

の

の

よ

う

だ

。

　

非

表

示

措

置

は

、

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

の

保

護

や

起

業

を

促

進

す

る

た

め

、

一

定

の

要

件

の

下

、

株

式

会

社

の

代

表

取

締

役

、

代

表

執

行

役

ま

た

は

代

表

清

算

人

の

住

所

の

一

部

を

登

記

事

項

証

明

書

や

登

記

事

項

要

約

書

、

登

記

情

報

提

供

サ

ー

ビ

ス

に

表

示

し

な

い

こ

と

と

す

る

も

の

。

令

和

６

年

�

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

る

。

登

記

の

申

請

と

同

時

に

申

し

出

る

必

要

が

あ

り

、

代

表

取

締

役

等

の

住

所

が

登

記

す

べ

き

事

項

に

含

ま

れ

る

登

記

の

申

請

に

限

ら

れ

る

。

な

お

、

利

害

関

係

人

は

、

住

所

の

記

載

さ

れ

た

書

面

を

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

注

意

事

項

と

し

て

は

、

非

表

示

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

場

合

、

登

記

事

項

証

明

書

等

に

よ

っ

て

会

社

代

表

者

の

住

所

を

証

明

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

と

な

る

た

め

、

金

融

機

関

か

ら

融

資

を

受

け

る

に

当

た

っ

て

不

都

合

が

生

じ

た

り

、

不

動

産

取

引

等

に

当

た

っ

て

必

要

な

書

類

（

会

社

の

印

鑑

証

明

書

等

）

が

増

え

た

り

す

る

な

ど

、

一

定

の

影

響

が

生

じ

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

。

　

非

表

示

措

置

の

運

用

状

況

は

、

法

務

省

に

よ

る

と

、

７

年

末

時

点

で

１

万

６

４

８

３

件

の

申

出

が

さ

れ

て

い

る

。

６

年

末

時

点

の

株

式

会

社

の

現

存

数

は

約

２

１

５

万

社

と

な

っ

て

お

り

、

非

表

示

措

置

の

利

用

率

は

１

％

弱

と

な

る

。

　

法

務

省

の

資

料

で

示

さ

れ

た

非

表

示

措

置

の

見

直

し

要

望

は

以

下

の

四

つ

。

　

①

株

式

会

社

以

外

の

会

社

や

そ

の

他

の

法

人

を

非

表

示

措

置

の

対

象

と

す

る

こ

と

、

②

登

記

の

申

請

と

同

時

で

な

く

て

も

非

表

示

措

置

の

申

出

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

、

③

す

で

に

登

記

さ

れ

て

い

る

代

表

取

締

役

等

の

住

所

を

非

表

示

措

置

の

対

象

と

す

る

こ

と

、

④

非

表

示

措

置

が

講

じ

ら

れ

て

い

る

場

合

で

も

、

当

該

株

式

会

社

等

に

は

代

表

取

締

役

等

の

住

所

が

記

載

さ

れ

た

登

記

事

項

証

明

書

の

交

付

を

認

め

る

こ

と

。

　

会

議

で

は

、

①

の

拡

大

範

囲

に

つ

い

て

、

法

務

省

は

、

現

在

登

記

を

し

て

い

る

法

人

類

型

す

べ

て

を

対

象

と

す

る

こ

と

を

検

討

し

て

い

る

と

し

た

。

④

で

は

、

代

表

取

締

役

等

の

住

所

を

記

載

し

た

登

記

事

項

証

明

書

を

金

融

機

関

に

提

出

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



⑵　事業割合の恣意的な処理

　家事関連費の事業割合を算出する方法が複数ある場合、最も

合理的な方法により区分するのが相当と考えます。例えば、事

業割合は�％であるのかそれとも�％であるのかといったよう

に、業務の遂行上必要な部分を明らかにする方法（按分計算の

方法等）が争いとなった場合には、その区分の方法は合理的で

あるかという視点から検証を要することになります。ところが、

これには納税者と課税庁のいずれに対しても非常に技術的な判

断能力が求められることになります。区分の方法は、納税者側

に立証責任があること（酒井克彦「所得税法の論点研究」より）、

また、行政効率の面から考察しても、こうした事業割合の程度

の問題が争点化することはあまり多くはないと思われます。

　しかし、そもそも採用した事業割合の算出方法が合理的でな

い、業務の遂行上必要な部分を明らかにできないとしたらいか

がでしょう。このようなケースでは、税務調査を通じて合理的

でないことを立証した上で、その全額が必要経費に算入できな

い家事関連費と認定されることになります。事業所兼自宅に設

置された電話器の裁判例において、「日常的な使用を明らかに

超えて大半が業務の用に供されたものと認めることはできない

ほか、仮に業務遂行上必要とされた部分が存したとしてもこれ

を区分・特定する何らの証拠はない。よって右家庭用電話代金

については前記法条にいう必要経費と認めることはできないも

のというべきである。」旨示されています（奈良地判昭５７．６．２５）。

つまり、区分の方法が争点となるのではなく、区分できないの

であれば、必要経費に算入できないと認定されるのです。

⑶　実態は家事費であるにも関わらず家事関連費で処理

　いわゆる灰色の費用をどのように処理するのかという問題で

す。具体的には、費用ごとに必要経費該当性を判定せずに、そ

の費用の属する科目の合計額に対して事業割合を乗じ、決算期

末においてその費用を必要経費に振り分けるという手法です。

例えば、接待交際費であれば、その合計額に�％を乗じて計算

するなどです。一見、合理的な算出方法にもうかがえますが、

果たしてそうなのでしょうか。その費用には、家事関連費だけ

でなく家事費が混在しているのだとしたら受け入れられませ

ん。必要経費への算入が認められる「業務の遂行上必要であり、

かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場

合」又は青色申告者の場合は「業務の遂行上直接必要であった

ことが明らかにされる部分」というのは、いずれも家事関連費

の取扱いであって家事費には適用されないからです。

　したがって、期末に一括処理するような場合には、その科目

に家事費が含まれていないことが前提であり、加えてその事業

割合が合理的な区分の方法によって算出されたものでなければ

ならないと考えます。

　

前

回

（

�

回

）

、

与

党

の

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

」

に

お

い

て

、

貸

付

用

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

に

つ

い

て

、

そ

の

概

要

を

述

べ

た

。

こ

の

よ

う

に

、

例

年

、

�

月

に

な

る

と

与

党

の

次

年

度

の

税

制

改

正

大

綱

が

公

表

さ

れ

、

政

治

的

変

動

が

な

い

限

り

、

そ

の

大

綱

の

内

容

が

税

制

改

正

等

と

し

て

実

現

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

の

場

合

、

「

税

制

」

と

は

、

税

の

制

度

の

こ

と

を

意

味

す

る

か

ら

、

そ

の

改

正

と

は

、

国

会

で

審

議

さ

れ

る

租

税

に

関

す

る

法

律

す

な

わ

ち

税

法

の

改

正

を

意

味

す

る

こ

と

に

な

る

。

　

と

こ

ろ

が

、

今

回

の

税

制

改

正

で

取

り

上

げ

ら

れ

た

「

貸

付

用

不

動

産

の

評

価

の

適

正

化

」

は

、

税

法

の

改

正

と

は

関

係

な

く

、

国

会

の

審

議

に

供

す

る

も

の

で

も

な

い

は

ず

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

相

続

税

法

�

条

は

、

「

相

続

、

遺

贈

又

は

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

財

産

の

価

額

は

、

当

該

財

産

の

取

得

の

時

に

お

け

る

時

価

に

よ

」

る

と

定

め

て

い

る

。

そ

し

て

、

こ

の

「

時

価

」

の

解

釈

に

つ

い

て

は

、

学

説

、

判

例

で

は

、

「

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

る

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

客

観

的

交

換

価

値

（

客

観

的

交

換

価

額

）

と

解

さ

れ

て

お

り

、

異

論

を

は

さ

む

余

地

は

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

と

こ

ろ

で

、

相

続

税

法

に

関

し

て

は

、

こ

の

よ

う

な

「

時

価

」

の

解

釈

に

つ

い

て

、

わ

ざ

わ

ざ

、

財

産

評

価

基

本

通

達

（

評

価

通

達

）

を

設

け

、

想

定

さ

れ

る

相

続

財

産

の

全

て

に

つ

い

て

評

価

額

（

評

価

方

法

）

を

定

め

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

れ

は

、

相

続

税

が

、

偶

発

的

に

生

じ

、

取

引

で

は

な

い

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

全

財

産

に

対

し

て

課

税

す

る

と

い

う

こ

と

で

、

課

税

の

便

宜

を

図

る

た

め

に

、

評

価

通

達

に

お

い

て

一

種

の

標

準

価

額

を

設

定

せ

ざ

る

を

得

な

い

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

よ

う

な

標

準

価

額

は

、

宅

地

の

価

額

の

評

価

に

利

用

さ

れ

る

路

線

価

の

よ

う

に

、

そ

れ

を

設

定

し

た

そ

の

年

の

１

月

１

日

現

在

で

は

当

該

宅

地

の

客

観

的

交

換

価

値

を

具

現

し

て

い

る

と

し

て

も

、

そ

の

年

に

地

価

変

動

が

あ

れ

ば

、

年

末

に

は

、

当

該

宅

地

の

客

観

的

交

換

価

値

を

表

さ

な

く

な

る

と

い

う

宿

命

が

あ

る

。

　

そ

れ

を

補

う

た

め

に

、

今

回

の

税

制

改

正

大

綱

で

問

題

と

な

っ

た

よ

う

に

、

個

別

通

達

を

発

出

す

る

か

、

あ

る

い

は

、

評

価

通

達

６

項

を

適

用

し

て

個

別

に

課

税

せ

ざ

る

を

得

な

い

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

の

措

置

は

、

評

価

通

達

か

ら

生

じ

る

不

備

を

補

う

た

め

の

「

時

価

」

の

解

釈

上

の

措

置

で

あ

る

か

ら

、

評

価

通

達

が

行

政

庁

部

内

の

職

務

命

令

で

あ

る

以

上

、

国

税

庁

部

内

で

処

理

す

れ

ば

足

り

る

は

ず

で

あ

る

（

何

も

、

与

党

の

税

制

改

正

大

綱

に

織

り

込

む

必

要

は

な

い

は

ず

で

あ

る

）

。

　

と

こ

ろ

で

、

本

来

は

、

財

産

評

価

と

い

う

法

解

釈

上

の

問

題

が

、

与

党

の

税

制

改

正

大

綱

な

り

政

府

税

制

調

査

会

の

税

制

改

正

答

申

に

盛

り

込

ま

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

、

政

府

税

制

調

査

会

の

「

昭

和

�

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

答

申

」

に

遡

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

答

申

で

は

、

昭

和

�

年

の

政

府

税

制

調

査

会

に

お

い

て

、

中

小

企

業

の

事

業

承

継

税

制

の

必

要

性

が

審

議

さ

れ

、

そ

の

結

論

（

要

旨

）

と

し

て

、

「

現

状

に

お

い

て

、

中

小

企

業

の

事

業

承

継

対

策

と

し

て

税

制

上

の

措

置

は

必

要

な

い

が

、

評

価

通

達

に

お

い

て

、

取

引

現

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

つ

き

、

小

会

社

に

対

し

て

も

、

収

益

力

が

反

映

さ

れ

る

類

似

業

種

比

準

方

式

の

適

用

を

一

部

認

め

る

べ

き

で

あ

る

」

旨

の

答

申

が

な

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

こ

の

答

申

を

受

け

、

評

価

通

達

に

お

い

て

、

小

会

社

に

対

し

て

も

類

似

業

種

比

準

方

式

の

適

用

を

一

部

認

め

る

改

正

が

行

わ

れ

、

そ

の

翌

年

に

は

、

上

場

会

社

の

株

価

に

批

准

す

る

と

い

う

類

似

業

種

比

準

方

式

の

趣

旨

に

全

く

関

係

の

な

い

医

療

法

人

の

出

資

の

価

額

の

評

価

に

つ

い

て

も

、

類

似

業

種

比

準

方

式

を

一

部

認

め

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

こ

の

よ

う

な

財

産

の

評

価

（

法

の

解

釈

）

と

税

制

と

の

交

錯

（

混

乱

）

は

、

そ

の

後

し

ば

ら

く

は

政

府

税

制

調

査

会

な

り

与

党

の

税

制

調

査

会

に

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

は

な

か

っ

た

が

、

平

成

に

入

っ

て

か

ら

し

ば

し

ば

取

り

上

げ

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

「

令

和

８

年

度

税

制

改

正

大

綱

」

も

、

そ

の

一

環

で

あ

る

と

言

え

る

。

　

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

、

評

価

通

達

に

定

め

る

評

価

額

の

改

正

が

納

税

者

に

与

え

る

影

響

が

強

い

の

で

、

あ

ら

か

じ

め

政

治

的

な

了

解

を

得

て

お

く

と

い

う

こ

と

で

は

利

点

が

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

を

重

視

し

て

、

財

産

の

「

時

価

」

（

客

観

的

交

換

価

値

）

と

い

う

本

来

あ

る

べ

き

法

解

釈

論

が

な

い

が

し

ろ

に

さ

れ

な

い

よ

う

な

工

夫

も

必

要

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

相

続

税

・

贈

与

税

に

お

け

る

課

税

財

産

の

大

部

分

を

占

め

る

土

地

等

の

評

価

は

、

不

動

産

に

関

す

る

専

門

知

識

を

要

し

、

複

雑

で

難

解

と

さ

れ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

土

地

評

価

の

実

務

を

多

数

の

質

疑

応

答

・

設

例

を

用

い

て

わ

か

り

や

す

く

解

説

し

、

計

算

方

法

を

理

解

し

や

す

い

よ

う

編

集

し

た

、

評

価

実

務

の

標

準

的

な

基

本

書

。

　

質

疑

応

答

で

は

、

「

自

用

地

と

自

用

地

以

外

の

宅

地

が

隣

接

し

て

い

る

場

合

」

「

地

区

の

異

な

る

２

路

線

に

接

す

る

宅

地

の

評

価

」

「

居

住

用

の

区

分

所

有

財

産

の

評

価

方

法

が

適

用

さ

れ

る

不

動

産

」

「

相

当

の

地

代

の

授

受

が

あ

る

賃

借

権

の

評

価

」

「

貸

駐

車

場

と

し

て

利

用

し

て

い

る

土

地

の

評

価

」

な

ど

を

、

設

例

で

は

、

「

一

方

の

み

が

路

線

に

面

す

る

宅

地

の

計

算

例

」

「

不

整

形

地

の

計

算

例

―

近

似

整

形

地

を

基

と

し

て

評

価

す

る

場

合

」

「

都

市

計

画

道

路

予

定

地

の

区

域

内

に

あ

る

宅

地

の

評

価

の

計

算

例

」

「

保

証

金

等

の

授

受

が

あ

る

場

合

の

経

済

的

利

益

の

額

」

「

ゴ

ル

フ

場

の

用

に

供

さ

れ

て

い

る

土

地

の

評

価

の

計

算

例

」

な

ど

を

掲

載

。

　

土

地

評

価

に

関

す

る

財

産

評

価

基

本

通

達

（

抜

粋

）

及

び

各

種

個

別

通

達

や

情

報

を

付

録

と

し

て

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

７

５

０

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

９

６

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

譲

渡

し

た

家

屋

は

「

請

求

人

が

主

と

し

て

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

一

の

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

土

地

の

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

、

居

住

用

財

産

の

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

を

適

用

し

て

所

得

税

等

の

確

定

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

当

該

特

例

の

適

用

は

な

い

な

ど

と

し

て

更

正

処

分

等

を

し

た

の

に

対

し

、

請

求

人

が

そ

の

一

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

請

求

人

が

譲

渡

し

た

家

屋

の

住

所

に

移

転

し

た

際

、

一

般

に

生

活

の

本

拠

を

異

動

す

る

際

に

行

う

各

手

続

を

行

わ

ず

、

譲

渡

し

た

家

屋

と

移

転

前

の

住

所

地

で

あ

る

マ

ン

シ

ョ

ン

に

お

け

る

水

道

等

の

使

用

状

況

が

移

転

前

後

に

お

い

て

大

差

が

な

い

こ

と

等

の

事

実

を

総

合

的

に

考

慮

す

る

と

、

主

た

る

生

活

の

拠

点

は

マ

ン

シ

ョ

ン

で

あ

り

、

譲

渡

し

た

家

屋

は

「

請

求

人

が

主

と

し

て

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

一

の

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

と

し

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

７

年

６

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

は

、

平

成

�

年

２

月

○

日

に

死

亡

し

た

請

求

人

の

父

に

係

る

相

続

に

よ

り

、

ａ

市

ｄ

町

に

所

在

す

る

土

地

（

本

件

土

地

）

及

び

本

件

土

地

の

上

に

存

す

る

家

屋

（

本

件

家

屋

）

を

取

得

し

た

。

　

請

求

人

は

、

令

和

元

年

に

社

会

医

療

法

人

Ｅ

（

本

件

買

主

）

と

の

間

で

、

請

求

人

が

、

本

件

土

地

を

４

０

０

０

万

円

で

売

り

渡

す

旨

の

売

買

契

約

を

締

結

し

、

当

該

売

買

契

約

の

特

約

に

基

づ

き

本

件

家

屋

を

取

り

壊

し

た

後

、

２

年

５

月

�

日

に

、

本

件

土

地

を

本

件

買

主

に

引

き

渡

し

た

。

　

請

求

人

及

び

そ

の

配

偶

者

（

請

求

人

妻

）

は

、

平

成

�

年

�

月

�

日

に

、

ａ

市

ｂ

町

に

所

在

す

る

マ

ン

シ

ョ

ン

「

Ｇ

」

（

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

）

を

売

買

に

よ

り

共

有

で

取

得

し

た

。

　

請

求

人

及

び

請

求

人

妻

は

、

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

を

取

得

後

、

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

に

入

居

し

、

住

民

票

上

の

住

所

を

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

住

所

に

移

転

し

た

。

そ

の

後

、

請

求

人

は

、

平

成

�

年

に

住

民

票

上

の

住

所

を

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

住

所

か

ら

本

件

家

屋

の

住

所

（

本

件

家

屋

住

所

）

と

し

、

本

件

買

主

に

本

件

土

地

の

引

渡

し

後

の

令

和

２

年

に

、

再

び

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

住

所

へ

移

転

し

た

。

　

請

求

人

は

、

令

和

２

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

本

件

土

地

の

譲

渡

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

そ

の

税

額

の

計

算

に

お

い

て

、

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

の

３

《

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

の

課

税

の

特

例

》

第

１

項

に

規

定

す

る

特

例

及

び

個

人

の

有

す

る

資

産

が

、

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

っ

た

場

合

に

は

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

３

０

０

０

万

円

を

控

除

す

る

措

置

法

第

�

条

第

１

項

（

本

件

特

別

控

除

）

を

適

用

し

た

上

で

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

調

査

に

基

づ

き

、

請

求

人

は

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

家

屋

を

複

数

有

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

本

件

家

屋

は

主

と

し

て

請

求

人

の

居

住

の

用

に

供

さ

れ

て

い

た

家

屋

と

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

か

ら

、

本

件

土

地

の

譲

渡

に

措

置

法

第

�

条

の

３

第

１

項

に

規

定

す

る

特

例

及

び

本

件

特

別

控

除

の

適

用

は

な

い

な

ど

と

し

て

、

更

正

処

分

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

原

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

、

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

家

屋

の

う

ち

居

住

用

と

し

て

使

用

し

て

い

た

部

分

は

、

請

求

人

が

主

と

し

て

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

た

と

認

め

ら

れ

る

一

の

家

屋

で

あ

る

か

否

か

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

請

求

人

は

、

本

件

家

屋

へ

入

居

し

た

経

緯

に

つ

い

て

、

本

件

調

査

担

当

職

員

に

対

し

「

家

庭

の

事

情

で

あ

る

」

旨

の

申

述

を

す

る

も

具

体

的

な

回

答

を

拒

否

し

た

こ

と

か

ら

、

本

件

家

屋

へ

の

入

居

目

的

が

判

然

と

し

な

い

。

　

住

所

の

移

転

前

後

に

お

い

て

、

本

件

家

屋

及

び

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

の

電

気

、

上

下

水

道

及

び

ガ

ス

の

使

用

量

に

そ

れ

ほ

ど

変

化

が

な

い

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

家

屋

へ

の

入

居

の

経

緯

に

つ

い

て

は

、

本

件

調

査

担

当

職

員

に

対

し

「

請

求

人

妻

と

の

間

の

諸

事

情

で

あ

る

が

、

そ

れ

を

詳

細

に

説

明

す

る

必

要

は

な

い

と

思

う

」

と

具

体

的

な

理

由

を

回

答

し

て

い

る

。

　

本

件

家

屋

で

は

、

ト

イ

レ

の

貯

水

タ

ン

ク

の

劣

化

や

風

呂

の

ボ

イ

ラ

ー

の

故

障

な

ど

も

あ

り

、

電

気

、

上

下

水

道

及

び

ガ

ス

の

使

用

量

が

著

し

く

少

な

く

な

る

生

活

を

送

っ

て

い

た

。

ま

た

、

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

の

水

道

光

熱

費

は

、

居

住

人

数

が

二

人

か

ら

一

人

に

減

っ

て

も

そ

う

変

わ

る

も

の

で

は

な

い

。

審

判

所

の

判

断

　

請

求

人

が

請

求

人

の

妻

と

二

人

で

居

住

し

て

い

た

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

の

住

所

か

ら

請

求

人

の

み

が

本

件

家

屋

の

住

所

に

移

転

し

た

際

、

一

般

に

生

活

の

本

拠

を

異

動

す

る

際

に

行

う

郵

便

局

へ

の

郵

便

物

の

転

送

サ

ー

ビ

ス

を

受

け

る

た

め

の

「

転

居

届

」

の

提

出

や

金

融

機

関

等

に

係

る

住

所

変

更

な

ど

の

各

手

続

を

行

わ

な

か

っ

た

。

　

ま

た

、

本

件

家

屋

に

お

い

て

、

ト

イ

レ

の

貯

水

タ

ン

ク

及

び

風

呂

の

ボ

イ

ラ

ー

が

故

障

し

て

い

た

な

ど

日

常

生

活

を

送

る

上

で

必

要

に

な

る

設

備

が

故

障

し

て

い

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

修

繕

も

行

っ

て

い

な

か

っ

た

。

一

方

、

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

は

、

請

求

人

の

妻

が

引

き

続

き

居

住

し

、

日

常

生

活

を

送

る

の

に

十

分

な

状

態

が

保

た

れ

、

移

転

後

も

請

求

人

宛

の

各

種

配

送

物

の

配

達

先

で

も

あ

っ

た

。

　

ま

た

、

平

成

�

年

に

本

件

家

屋

に

住

所

を

移

転

し

た

と

す

る

と

、

水

道

や

ガ

ス

の

使

用

量

は

前

年

と

比

べ

て

、

本

件

家

屋

は

増

加

し

、

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

は

減

少

す

る

の

が

一

般

で

あ

る

が

、

本

件

家

屋

及

び

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

の

水

道

等

の

使

用

状

況

は

、

当

該

移

転

前

後

に

お

い

て

大

差

は

な

か

っ

た

。

　

し

た

が

っ

て

、

こ

れ

ら

の

事

実

を

総

合

的

に

考

慮

す

る

と

、

請

求

人

の

主

た

る

生

活

の

拠

点

は

本

件

マ

ン

シ

ョ

ン

で

あ

り

、

本

件

家

屋

は

、

「

請

求

人

が

主

と

し

て

そ

の

居

住

の

用

に

供

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

一

の

家

屋

」

に

は

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



【

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

の

見

直

し

】

　

令

和

５

年

度

税

制

改

正

で

導

入

が

決

ま

り

、

７

年

分

の

所

得

か

ら

適

用

さ

れ

て

い

る

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

を

見

直

し

、

税

負

担

を

よ

り

重

く

す

る

。

　

現

在

は

国

が

保

有

す

る

課

税

実

績

に

当

て

は

め

た

場

合

、

所

得

税

の

追

加

負

担

が

生

じ

る

平

均

的

な

所

得

水

準

は

�

億

円

程

度

か

ら

と

な

っ

て

い

る

が

、

見

直

し

に

よ

っ

て

、

こ

れ

を

同

６

億

円

程

度

か

ら

と

す

る

。

あ

わ

せ

て

、

適

用

税

率

を

�

・

５

％

か

ら

�

％

に

引

き

上

げ

る

。

　

所

得

の

す

べ

て

が

分

離

課

税

（

税

率

�

％

）

で

あ

っ

た

場

合

に

は

、

現

行

で

も

所

得

金

額

が

�

億

円

程

度

か

ら

追

加

負

担

が

生

じ

る

が

、

見

直

し

後

は

同

３

億

４

０

０

０

億

円

程

度

か

ら

生

じ

る

こ

と

に

な

る

。

　

見

直

し

に

よ

り

所

得

全

体

が

�

％

の

分

離

課

税

の

人

だ

と

、

所

得

金

額

が

４

億

円

の

場

合

は

１

０

５

０

万

円

、

所

得

金

額

５

億

円

の

場

合

は

同

２

５

５

０

万

円

、

�

億

円

の

場

合

は

同

９

９

８

０

万

円

の

追

加

税

負

担

が

生

じ

る

と

試

算

さ

れ

て

い

る

。

　

９

年

分

の

所

得

税

か

ら

適

用

す

る

。

【

ふ

る

さ

と

納

税

の

特

例

控

除

額

に

上

限

】

　

ふ

る

さ

と

納

税

を

し

た

際

に

、

通

常

の

寄

附

金

控

除

と

は

別

に

個

人

住

民

税

所

得

割

額

の

２

割

を

上

限

に

税

額

控

除

が

で

き

る

特

例

控

除

額

に

は

現

在

、

上

限

が

設

け

ら

れ

て

い

な

い

。

収

入

が

大

き

く

な

れ

ば

な

る

ほ

ど

特

例

控

除

額

が

大

き

く

な

る

仕

組

み

の

た

め

、

最

近

は

高

所

得

者

を

タ

ー

ゲ

ッ

ト

に

し

た

高

額

な

返

礼

品

が

増

え

て

い

る

。

　

こ

う

し

た

状

況

を

受

け

て

、

特

例

控

除

額

に

１

９

３

万

円

の

定

額

上

限

を

設

け

る

こ

と

と

し

た

。

給

与

収

入

１

億

円

相

当

の

人

か

ら

該

当

し

得

る

。

９

年

寄

附

分

か

ら

適

用

す

る

。

【

給

与

収

入

が

高

い

年

金

受

給

者

の

合

計

控

除

額

の

調

整

の

法

制

化

】

　

公

的

年

金

等

控

除

は

給

与

収

入

が

あ

る

場

合

で

も

適

用

さ

れ

る

た

め

、

収

入

が

同

じ

で

も

給

与

収

入

の

み

の

納

税

者

と

、

給

与

収

入

と

公

的

年

金

等

の

双

方

を

有

す

る

納

税

者

で

税

負

担

に

差

異

が

生

じ

る

。

　

８

年

４

月

か

ら

在

職

老

齢

年

金

制

度

（

年

金

を

受

給

し

な

が

ら

働

く

高

齢

者

の

年

金

の

支

給

を

調

整

す

る

仕

組

み

）

が

見

直

さ

れ

、

在

職

老

齢

年

金

の

支

給

停

止

基

準

が

月

額

�

万

円

か

ら

�

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

る

。

　

こ

れ

を

受

け

て

、

給

与

と

年

金

が

あ

る

場

合

の

控

除

額

の

差

が

よ

り

顕

在

化

す

る

こ

と

か

ら

、

給

与

所

得

控

除

と

公

的

年

金

等

控

除

の

合

計

額

の

上

限

を

２

８

０

万

円

と

す

る

。

９

年

分

の

所

得

税

か

ら

適

用

す

る

。

　これも実体験から感じた不思議です。

Ａ法人の使用人兼務役員が、国外支店

の支店長に赴任（非居住者該当者）し

たことから「内国法人の役員としての

・・・・・・

勤務で国外において行うものであって

・・

も内国法人の使用人（海外にある支店

などの長）として常時勤務するような

場合に受ける役員報酬については、一

・・・・

般の使用人が勤務した場合と同様に国

内源泉所得としないことになってい

・・・

る」（所令�５①一括弧書、所基通１６１

―�）（国税庁刊令和７年版源泉徴収

のあらましＰ３１６）に基づいて、誤っ

て国内源泉所得として課税処理してい

た期間について改めて使用人（非居住

者）に係る国外源泉所得として、「源

・・・・・・

泉所得税に対する誤納還付請求書」を

提出したものです。　

　その過程でいくつかの判断に悩んだ

点があります。　

　第１点、役員とは、「役員」とのみ

規定していることから、使用人兼務役

員、専務取締役及び常務取締役も含ま

れ、代表取締役も排除されていないと

解しますが、内国法人の代表取締役が

国外支店長（使用人）の兼務はどうな

のか、法人税法での規定とは異なり、

「役員」の範囲が不確定概念化してい

るという不思議です。

　第２点、使用人兼務役員の給与は、

法人税法では使用人相当額と役員相当

額を区分することとなっています。使

用人相当給与は国外支店勤務であるの

で、当然、国外源泉所得に該当し、役

員報酬相当額についてのみ、「国外支

店の長として常時勤務しているかどう

かを判定するのか」ではなく、所得税

法上では「支給額全額で判定するのか」

の疑問です。

　第３点、国外支店の長として常時勤

務する役員に国内で支払われる役員賞

与で損金に導入されないものについて

も国外源泉所得に含まれるのかです。

役員賞与の損金不算入規定及び高額報

酬か否かについても、法人税法での規

定であって所得税法には影響しないと

判断。さらに、内国法人の使用人とし

て常時勤務を行う場合の当該役員とし

ての勤務をどうみるのかですが、「役

員としての勤務」には「使用人として

の勤務のほか本来の役員としての勤務

・・・・・・・・・・・

も含まれる」よって、第２点の疑問も、

支給額全額を国外源泉所得と解するの

ではと考えます。

　第４点、「使用人として常時勤務を

行う」とは、どのような勤務状況を指

しているのかです。　

　支店長の職務は元来使用人としての

職務のみを行うことと理解されます

が、役員でもあることから、当然に役

員会への出席、取締役会での決議の参

加は職責上除外できませんが、この職

務を遂行すると常時使用人とならない

のか。第３点で記述したように、「役員

としての職務」には使用人としての勤

務のほか本来の役員としての勤務も含

まれるものと解されると考えますが。

　さらに企業のグローバル化に伴い、

国外支店長としての職務の他に、他の

関係会社の代表者等役員を兼務してい

る事例もあります。当然勤務の中に役

員の業務も含まれますが、これをどの

ように考えるかです。

　誤納還付請求書を提出したところ、

税務署から�項目以上の役務内容の広

範囲なお尋ねがあり、「常時使用人とし

ての職務」の判断は、こんなに難しい

のかと実感。源泉徴収義務者の判断の

便宜のため、譲渡所得にあるような「チ

ェックシート」がないのが不思義です。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

大

阪

・

阿

倍

野

税

務

署

（

大

塚

雄

一

郎

署

長

）

は

阿

倍

野

納

税

協

会

の

会

員

企

業

で

あ

る

「

と

ん

か

つ

専

門

店

Ｋ

Ｙ

Ｋ

」

を

展

開

す

る

株

式

会

社

曲

田

商

店

（

大

阪

市

阿

倍

野

区

）

の

協

力

を

得

て

、

ス

マ

ホ

申

告

の

普

及

に

向

け

た

ユ

ニ

ー

ク

な

取

り

組

み

を

開

始

し

た

。

　

本

施

策

で

は

、

同

社

グ

ル

ー

プ

の

対

象

店

舗

で

発

行

さ

れ

る

領

収

書

（

レ

シ

ー

ト

）

に

、

国

税

庁

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

へ

ダ

イ

レ

ク

ト

に

ア

ク

セ

ス

で

き

る

専

用

の

Ｑ

Ｒ

コ

ー

ド

を

印

字

＝

写

真

。

　

利

用

者

は

手

元

の

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

で

Ｑ

Ｒ

コ

ー

ド

を

読

み

取

る

だ

け

で

、

令

和

７

年

分

確

定

申

告

の

作

成

画

面

へ

ス

ム

ー

ズ

に

移

動

す

る

こ

と

が

可

能

と

な

る

。

　

同

署

は

多

く

の

市

民

に

親

し

ま

れ

る

地

元

企

業

と

の

連

携

を

通

じ

て

、

ス

マ

ホ

申

告

の

利

便

性

を

広

く

周

知

し

、

確

定

申

告

会

場

の

混

雑

緩

和

と

デ

ジ

タ

ル

化

の

促

進

を

目

指

し

て

い

る

。

　

中

国

税

理

士

会

広

島

南

支

部

（

貞

本

洋

一

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

広

島

市

立

似

島

中

学

校

で

１

～

３

年

生

約

�

人

を

対

象

に

租

税

教

室

を

開

い

た

＝

写

真

　

当

日

は

、

同

支

部

の

中

嶋

克

已

税

理

士

が

講

師

を

務

め

、

財

政

の

基

本

的

な

仕

組

み

を

説

明

。

そ

の

後

、

「

減

税

を

し

た

場

合

の

財

源

確

保

の

た

め

に

、

新

た

に

ど

ん

な

税

が

考

え

ら

れ

る

か

」

を

テ

ー

マ

に

グ

ル

ー

プ

討

議

を

行

っ

た

。

各

グ

ル

ー

プ

か

ら

多

様

で

ユ

ニ

ー

ク

な

税

金

案

が

相

次

い

で

発

表

さ

れ

、

生

徒

が

投

票

を

行

っ

た

結

果

、

環

境

を

破

壊

し

た

人

に

負

担

を

求

め

る

「

環

境

破

壊

税

」

が

過

半

数

の

支

持

を

得

て

可

決

さ

れ

た

。

　

生

徒

か

ら

は

「

税

金

の

大

切

さ

が

分

か

っ

た

。

将

来

、

ち

ゃ

ん

と

税

金

を

納

め

た

い

」

な

ど

の

感

想

が

寄

せ

ら

れ

た

。

　

東

京

・

雪

谷

税

務

署

（

幡

野

正

仁

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

城

南

信

用

金

庫

雪

ヶ

谷

支

店

の

行

員

向

け

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

研

修

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

同

支

店

は

、

雪

谷

納

税

貯

蓄

組

合

員

で

も

あ

り

、

様

々

な

納

税

貯

蓄

組

合

の

取

組

に

参

加

し

て

い

る

。

　

当

日

は

、

オ

ブ

ザ

ー

バ

ー

と

し

て

東

京

国

税

局

管

内

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

の

近

藤

忠

夫

会

長

、

雪

谷

納

税

貯

蓄

組

合

運

合

会

の

川

上

立

雄

副

会

長

が

出

席

し

た

。

　

研

修

会

で

は

、

若

手

行

員

と

研

修

内

容

に

つ

い

て

事

前

打

合

せ

を

念

入

り

に

行

い

、

金

融

機

関

の

窓

口

に

現

金

納

付

に

訪

れ

た

納

税

者

に

対

し

「

源

泉

所

得

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

」

を

ス

マ

ホ

で

案

内

で

き

る

よ

う

、

行

員

自

身

の

ス

マ

ー

ト

フ

ォ

ン

を

使

用

し

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

へ

の

ロ

グ

イ

ン

か

ら

源

泉

所

得

税

徴

収

高

計

算

書

の

送

信

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

ま

で

を

体

験

。

　

実

際

に

操

作

を

行

っ

て

み

る

こ

と

で

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

へ

の

ス

ム

ー

ズ

な

案

内

に

結

び

付

く

研

修

会

と

な

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

福

岡

中

部

法

人

会

第

三

支

部

（

牧

野

裕

規

子

支

部

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

福

岡

市

中

央

区

の

舞

鶴

公

民

館

で

同

公

民

館

と

の

共

催

に

よ

り

「

楽

し

く

税

を

学

ぶ

ク

リ

ス

マ

ス

コ

ン

サ

ー

ト

」

を

開

催

し

た

。

　

地

域

社

会

貢

献

活

動

の

一

環

と

し

て

実

施

し

た

も

の

で

、

小

・

中

学

生

と

そ

の

保

護

者

ら

約

�

人

が

参

加

し

た

。

　

当

日

は

、

租

税

教

育

用

ビ

デ

オ

を

鑑

賞

し

た

後

、

九

州

北

部

税

理

士

会

博

多

支

部

の

襖

田

豊

税

理

士

の

進

行

で

税

金

ク

イ

ズ

が

行

わ

れ

、

参

加

者

は

楽

し

み

な

が

ら

税

の

仕

組

み

や

大

切

さ

を

学

ん

だ

。

　

こ

の

後

、

国

内

外

の

第

一

線

で

活

躍

す

る

チ

ェ

リ

ス

ト

の

広

田

勇

樹

さ

ん

と

ピ

ア

ニ

ス

ト

の

矢

野

雄

太

さ

ん

に

よ

る

ク

リ

ス

マ

ス

コ

ン

サ

ー

ト

が

行

わ

れ

、

繊

細

で

迫

力

あ

る

生

演

奏

に

子

ど

も

か

ら

大

人

ま

で

聞

き

入

っ

て

い

た

＝

写

真

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

中

法

人

会

青

年

部

会

（

碓

氷

展

基

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

札

幌

中

税

務

署

法

人

課

税

第

一

部

門

の

辻

正

行

統

括

官

を

講

師

に

招

き

、

「

す

す

き

の

と

い

え

ば

…

既

得

権

の

お

話

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

辻

統

括

官

は

、

す

す

き

の

は

風

俗

店

が

多

い

事

で

全

国

的

に

知

ら

れ

て

い

る

が

、

現

状

は

法

規

制

や

条

例

に

よ

り

新

規

開

業

が

認

め

ら

れ

な

い

も

の

の

、

規

制

前

か

ら

営

業

し

て

い

る

場

合

は

営

業

を

続

け

る

こ

と

が

で

き

、

こ

れ

が

既

得

権

で

あ

る

が

、

相

続

が

あ

っ

た

場

合

や

、

建

物

修

繕

の

場

合

に

は

既

得

権

が

認

め

ら

れ

な

い

ケ

ー

ス

が

あ

る

な

ど

、

判

例

の

紹

介

を

通

じ

て

現

状

を

説

明

し

た

。

　

経

済

活

動

に

お

い

て

は

、

様

々

な

法

規

制

が

適

用

さ

れ

る

場

合

も

あ

る

こ

と

か

ら

、

皆

、

興

味

津

々

に

耳

を

傾

け

て

い

た

。

　

ま

た

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

に

向

け

た

協

力

依

頼

と

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

の

ポ

イ

ン

ト

を

使

用

す

る

場

合

の

条

件

や

経

理

処

理

に

つ

い

て

の

説

明

が

あ

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

札

幌

南

法

人

会

女

性

部

会

（

上

田

美

千

子

部

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

部

会

員

や

会

員

企

業

に

呼

び

掛

け

、

会

社

や

家

庭

で

不

用

の

令

和

８

年

の

カ

レ

ン

ダ

ー

と

手

帳

を

昨

年

�

月

に

集

め

＝

写

真

、

管

内

の

�

の

老

人

福

祉

施

設

と

カ

レ

ン

ダ

ー

リ

サ

イ

ク

ル

市

（

札

幌

ユ

ネ

ス

コ

主

催

）

へ

寄

贈

し

た

。

　

こ

の

事

業

は

�

年

前

か

ら

取

り

組

み

、

毎

年

多

く

の

会

員

企

業

の

協

力

の

も

と

、

今

年

は

カ

レ

ン

ダ

ー

５

６

２

本

、

日

め

く

り

�

冊

が

集

ま

っ

た

。

施

設

か

ら

も

「

新

し

い

カ

レ

ン

ダ

ー

を

飾

り

、

新

年

を

迎

え

る

の

は

嬉

し

い

」

と

喜

ば

れ

て

い

る

。

　

最

近

は

カ

レ

ン

ダ

ー

を

配

布

す

る

企

業

も

減

少

し

、

集

ま

り

に

く

い

状

況

で

あ

っ

た

が

、

事

業

が

浸

透

し

、

協

力

し

て

く

れ

る

企

業

が

増

え

た

た

め

、

何

と

か

今

年

も

希

望

の

数

が

揃

っ

た

。

　

次

年

度

も

継

続

を

予

定

し

て

い

る

。

　

神

奈

川

・

戸

塚

税

務

署

（

水

口

倫

署

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

中

学

生

の

税

の

作

文

で

国

税

庁

長

官

賞

と

戸

塚

税

務

署

長

賞

を

受

賞

し

た

２

人

が

、

一

日

税

務

署

長

を

務

め

た

。

署

長

を

務

め

た

の

は

、

国

税

庁

長

官

賞

を

受

賞

し

た

濵

田

紗

良

さ

ん

（

横

浜

市

立

上

飯

田

中

学

校

３

年

）

と

、

戸

塚

税

務

署

長

賞

を

受

賞

し

た

淵

別

府

莉

歩

さ

ん

（

横

浜

市

立

い

ず

み

野

中

学

校

３

年

）

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

水

口

署

長

よ

り

委

嘱

状

が

交

付

さ

れ

、

署

長

室

の

歴

代

署

長

名

が

書

か

れ

た

記

名

板

に

、

受

賞

者

二

人

の

氏

名

が

書

か

れ

た

名

札

が

並

ぶ

と

と

も

に

、

署

内

職

員

に

対

し

、

署

長

訓

示

と

し

て

受

賞

作

文

（

濵

田

さ

ん

・

収

集

車

は

な

ぜ

走

り

続

け

る

の

か

、

淵

別

府

さ

ん

・

あ

り

が

と

う

助

け

合

い

の

証

）

を

朗

読

し

た

。

　

任

務

を

終

え

た

２

人

か

ら

は

「

税

務

署

長

の

仕

事

を

経

験

で

き

て

楽

し

か

っ

た

」

（

濵

田

さ

ん

）

、

「

貴

重

な

体

験

を

す

る

こ

と

が

で

き

て

よ

か

っ

た

」

（

淵

別

府

さ

ん

）

と

感

想

が

述

べ

ら

れ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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